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１．予算の概要

（１）会計別総括

　年　 度　　　

    会     計     区　　　分

一 般 会 計 167,906,000 6,646,573 1,565,992

北部第二(三地区)土地区画整理事業費 3,148,963 3,700

墓 園 事 業 費 483,741 1,514

国 民 健 康 保 険 事 業 費 38,748,211 1,890

介 護 保 険 事 業 費 35,637,556 11,203

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費 8,026,436

小   　   　　計 86,044,907 18,307

下 水 道 事 業 費 19,927,537

市 民 病 院 事 業 27,217,306 23,596 21,070

小   　   　　計 47,144,843 23,596 21,070

計 133,189,750 23,596 39,377

合   　   　　計　　 301,095,750 6,670,169 1,605,369

※これまでの補正額は、一般会計は補正予算第１号から第３号までの合計、

　市民病院事業は補正予算第１号

令   和   ６

特

別

会

計

公
営
企
業
会
計

当初予算額
これまでの
補正額

１２月補正額
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　   (単位　千円）

令和５年度

176,118,565 176,651,248 △ 532,683 99.7

3,152,663 2,678,192 474,471 117.7

485,255 561,434 △ 76,179 86.4

38,750,101 39,302,750 △ 552,649 98.6

35,648,759 33,569,922 2,078,837 106.2

8,026,436 7,198,380 828,056 111.5

86,063,214 83,310,678 2,752,536 103.3

19,927,537 22,708,461 △ 2,780,924 87.8

27,261,972 24,663,809 2,598,163 110.5

47,189,509 47,372,270 △ 182,761 99.6

133,252,723 130,682,948 2,569,775 102.0

309,371,288 307,334,196 2,037,092 100.7

比較
（Ａ）－（Ｂ）

前年度対比
（Ａ）／（Ｂ）

％
計

（Ａ）
最終予算額
（Ｂ）
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　２．歳入の状況（一般会計）

（１）歳入の内訳

　　　　　　　 令　　　和　　　６　　　年　　　度　　　

　　区　　　　　分

市 税 85,300,000 599,000 85,899,000

自 分 担 金 及 び 負 担 金 1,142,613 1,142,613

使 用 料 及 び 手 数 料 3,402,683 3,402,683

主 財 産 収 入 303,430 303,430

寄 附 金 887,999 887,999

財 繰 入 金 5,671,599 26,035 5,697,634

　 繰 越 金 2,000,000 369,447 1,451,677 3,821,124

源 諸 収 入 3,991,773 10,248 17,355 4,019,376

計 102,700,097 1,004,730 1,469,032 105,173,859

地 方 譲 与 税 905,615 905,615

利 子 割 交 付 金 30,000 30,000

配 当 割 交 付 金 620,000 620,000

株式等譲渡所得割交付金 716,000 716,000

依 法 人 事 業 税 交 付 金 1,035,000 1,035,000

地 方 消 費 税 交 付 金 10,400,000 10,400,000

存 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 18,000 18,000

環 境 性 能 割 交 付 金 246,000 246,000

財 地 方 特 例 交 付 金 2,798,000 2,798,000

地 方 交 付 税 50,000 50,000

源 交通安全対策特別交付金 54,000 54,000

国 庫 支 出 金 30,803,800 4,728,624 30,727 35,563,151

県 支 出 金 11,828,888 285,719 733 12,115,340

市 債 5,700,600 627,500 65,500 6,393,600

計 65,205,903 5,641,843 96,960 70,944,706

　合　　　　　　　　　計 167,906,000 6,646,573 1,565,992 176,118,565

※これまでの補正額は、補正予算第１号から第３号までの合計

当初予算額 １２月補正額
計

（Ａ）
これまでの

補正額
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（単位　千円）

　　　　　　　 令　　　和　　　６　　　年　　　度　　　 令和５年度 前年度対比

構 成 比 構 成 比 （Ａ）／（Ｂ）

％ ％ ％

48.8 85,671,000 48.5 228,000 100.3

0.7 1,264,346 0.7 △ 121,733 90.4

1.9 3,281,864 1.9 120,819 103.7

0.2 1,587,531 0.9 △ 1,284,101 19.1

0.5 802,675 0.5 85,324 110.6

3.2 5,645,765 3.2 51,869 100.9

2.2 5,213,304 2.9 △ 1,392,180 73.3

2.3 4,173,391 2.4 △ 154,015 96.3

59.8 107,639,876 61.0 △ 2,466,017 97.7

0.5 837,926 0.5 67,689 108.1

0.0 33,000 0.0 △ 3,000 90.9

0.4 700,000 0.4 △ 80,000 88.6

0.4 502,000 0.3 214,000 142.6

0.6 920,000 0.5 115,000 112.5

5.9 10,200,000 5.8 200,000 102.0

0.0 17,000 0.0 1,000 105.9

0.1 163,000 0.1 83,000 150.9

1.6 561,000 0.3 2,237,000 498.8

0.0 10,000 0.0 40,000 500.0

0.0 54,000 0.0 0 100.0

20.2 36,699,291 20.8 △ 1,136,140 96.9

6.9 11,732,355 6.6 382,985 103.3

3.6 6,581,800 3.7 △ 188,200 97.1

40.2 69,011,372 39.0 1,933,334 102.8

100.0 176,651,248 100.0 △ 532,683 99.7

比較
（Ａ）－（Ｂ）最終予算額

（Ｂ）

- 5 -



３．歳出の状況（一般会計）

　（１）目的別歳出の状況

令　和　６　年　度

区　　　分

議 会 費 681,380 4,948 686,328

総 務 費 17,774,433 272,896 293,238 18,340,567

環 境 保 全 費 1,761,428 65,801 19,558 1,846,787

民 生 費 79,399,901 4,137,654 315,460 83,853,015

衛 生 費 16,166,244 1,084,801 147,949 17,398,994

労 働 費 445,107 6,557 451,664

農林水産業費 455,675 103,756 5,300 564,731

商 工 費 1,568,216 11,500 7,983 1,587,699

土 木 費 17,579,983 685,723 197,011 18,462,717

消 防 費 5,801,381 2,933 169,587 5,973,901

教 育 費 16,768,242 281,509 398,401 17,448,152

公 債 費 9,404,010 9,404,010

予 備 費 100,000 100,000

合 計 167,906,000 6,646,573 1,565,992 176,118,565

※これまでの補正額は、補正予算第１号から第３号までの合計

当初予算額 １２月補正額
計

（Ａ）
これまでの
補正額
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（単位　千円）

令　和　６　年　度 令和５年度

0.4 672,314 0.4 14,014 102.1

10.4 21,435,449 12.1 △ 3,094,882 85.6

1.0 1,706,760 1.0 140,027 108.2

47.6 82,624,029 46.8 1,228,986 101.5

9.9 16,771,974 9.5 627,020 103.7

0.3 414,856 0.2 36,808 108.9

0.3 626,057 0.3 △ 61,326 90.2

0.9 2,839,630 1.6 △ 1,251,931 55.9

10.5 17,969,350 10.2 493,367 102.7

3.4 5,620,784 3.2 353,117 106.3

9.9 16,660,960 9.4 787,192 104.7

5.3 9,209,085 5.2 194,925 102.1

0.1 100,000 0.1 0 100.0

100.0 176,651,248 100.0 △ 532,683 99.7

構成比
％

比較
（Ａ）－（Ｂ）

前年度対比
（Ａ）／（Ｂ）

％
構成比
％

最終予算額
（Ｂ）
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　（２）性質別歳出の状況

令　　和　　６　　年　　度

区       分

人 件 費 30,928,404 97,832 1,263,870 32,290,106
消

物 件 費 31,441,039 1,499,348 138,622 33,079,009
費

維 持 補 修 費 1,226,241 6,034 14,576 1,246,851
的

扶 助 費 53,330,013 3,767,240 5,548 57,102,801
経

補 助 費 等 12,849,551 315,047 6,049 13,170,647
費

計 129,775,248 5,685,501 1,428,665 136,889,414

補 助 事 業 費 6,749,348 359,268 23,778 7,132,394
投
資
的 単 独 事 業 費 4,245,164 601,804 96,998 4,943,966
経
費

計 10,994,512 961,072 120,776 12,076,360

9,403,419 9,403,419

15,695,657 16,551 15,712,208

2,037,164 2,037,164

167,906,000 6,646,573 1,565,992 176,118,565

※これまでの補正額は、補正予算第１号から第３号までの合計

合      計

そ    の    他

公    債    費

繰    出    金

当初予算額
これまでの

補正額
１２月補正額

計
（Ａ）
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（単位　千円）

令　　和　　６　　年　　度 令 和 ５ 年 度

構成比 構成比

％ ％

18.3 29,640,628 16.8 2,649,478 108.9

18.8 30,757,784 17.4 2,321,225 107.5

0.7 1,171,294 0.7 75,557 106.5

32.4 57,236,043 32.4 △ 133,242 99.8

7.5 13,608,820 7.7 △ 438,173 96.8

77.7 132,414,569 75.0 4,474,845 103.4

4.1 7,427,292 4.2 △ 294,898 96.0

2.8 4,458,422 2.5 485,544 110.9

6.9 11,885,714 6.7 190,646 101.6

5.3 9,208,494 5.2 194,925 102.1

8.9 14,966,908 8.5 745,300 105.0

1.2 8,175,563 4.6 △ 6,138,399 24.9

100.0 176,651,248 100.0 △ 532,683 99.7

比較
（Ａ）－（Ｂ）

前年度対比
（Ａ）／（Ｂ）

％
最終予算額

（Ｂ）
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 ４．補正事業の概要

　議会費

款 １ 項 １ 目 １ 細目 02 説明 01

【補正事業概要】

　　令和６年の人事院勧告において、民間給与の状況を反映して、国の指定職の期末手当及び勤
　勉手当の引上げ改定している。
　　本市では、平成１０年１２月期から総務省が示した基準にならい、期末手当を国の指定職に
　準ずる支給割合としており、令和６年の人事院勧告に従い、市議会議員の期末手当の支給割合
　を変更するため、増額補正する。

１．期末勤勉手当 千円
  　期末手当における支給割合を０．０５月分増額する。

事　業　名 　議員報酬・手当

予算科目 総務課

指針体系コード
まちづくりテーマ

重点施策名

一般財源

補正前の額 419,384 419,384

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

1,487
補正後の額 420,871 420,871

補正額 1,487

1,487
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　総務費

款 ２ 項 １ 目 ８ 細目 01 説明 01

【補正事業概要】
　　令和７年度組織改正に伴う消耗品の購入及び施設修繕、案内サインの改修等に係る経費に
　ついて増額補正を行う。

１．増額補正 千円

（単位：千円）

手数料
備品購入費（１００万円未満）
負担金

　総務費

款 ２ 項 １ 目 １３細目 02 説明 01

【補正事業概要】
　　市民センターを中心とした地域づくりの取組強化を図るため、市議会１２月定例会で藤沢市
　市民センター条例の一部改正議案を提案している。このことに伴い、令和７年４月以降の市民
　センターの新たな体制を整えるため、屋外看板等を修繕する。
　

１．施設の屋外看板・屋内案内掲示に係る修繕 千円
（１）六会市民センター 千円
（２）片瀬市民センター 千円
（３）明治市民センター 千円
（４）御所見市民センター 千円
（５）遠藤市民センター 千円
（６）長後市民センター 千円
（７）辻堂市民センター 千円
（８）善行市民センター 千円
（９）湘南大庭市民センター 千円
（１０）湘南台市民センター 千円
（１１）鵠沼市民センター 千円

事　業　名 　庁舎等管理費

予算科目 管財課

指針体系コード
まちづくりテーマ

重点施策名

一般財源

補正前の額 937,889 6,600 41,660 889,629

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

23,992
補正後の額 961,881 6,600 41,660 913,621
補正額 23,992 0 0

23,992

区　分 予算額 執行見込額 補正額
消耗品費 17,724 19,234 1,510

0 1,075 1,075
38,717 41,659 2,942

施設修繕費 32,842 44,025 11,183
15,290 22,572 7,282

事　業　名 　市民センター管理費

予算科目 六会市民センター　ほか１０課

指針体系コード
まちづくりテーマ

重点施策名

その他 一般財源

補正前の額 311,826 3,111 308,715

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債

0 3,206
補正後の額 315,032 3,111 311,921
補正額 3,206

148
254

220
170
328
243
305

3,206
502
555
409
72
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　総務費

款 ２ 項 １ 目 １３細目 04 説明 01

【補正事業概要】
　　地域まちづくりの拠点である御所見市民センターの機能維持のため、施設整備を行う。

１．御所見市民センター非常用発電機のオーバーホール【繰越明許費】 千円
　　不具合が判明した非常用発電機の修繕工事を行うとともに、修繕工事が完了するまでの
　間、仮設発電機を設置する。併せて年度内の完了が見込めないことから、繰越明許費の設
　定を行う。

・御所見市民センター非常用発電機修繕工事
・御所見市民センター仮設発電機賃貸
・御所見市民センター仮設発電機撤去

スケジュール

●契約手続き
●契約

非常用発電機（外観） 非常用発電機（内部）

事　業　名 　市民センター整備費

予算科目 御所見市民センター

指針体系コード
まちづくりテーマ

重点施策名

一般財源

補正前の額 272,128 247,000 25,128

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

11,605
補正後の額 283,733 247,000 36,733
補正額 11,605 0

11,605

令和６年度 令和７年度
７月

機器製作（３カ月）
現地工事

竣工

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月
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　環境保全費

款 ３ 項 １ 目 ３ 細目 03 説明 01

【補正事業概要】
　　有害鳥獣による生活被害防止のための原因鳥獣の捕獲数等が当初の見込みを上回るため、増
　額補正を行う。

１．増額補正 千円

（単位：千円）

　民生費

款 ４ 項 １ 目 １ 細目 06 説明 01

【補正事業概要】
　　指定管理者を指定することに伴い、指定期間の管理料について債務負担行為を設定する。

１．指定管理料【債務負担行為の設定】 （ 千円）
・指定管理施設 藤沢市生きがい福祉センター
・指定管理者 公益財団法人　藤沢市まちづくり協会
・指定期間 令和７年４月から令和１２年３月まで

255,699

補正後の額
補正額

その他 一般財源

補正前の額

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債

事　業　名 　生きがい福祉センター業務委託費

予算科目 高齢者支援課

指針体系コード
まちづくりテーマ

重点施策名

5,007

区　分 予算額 執行見込額 補正額
委託料 5,439 10,446 5,007

5,007
補正後の額 10,863 1,900 4 8,959
補正額 5,007 0 0

一般財源

補正前の額 5,856 1,900 4 3,952

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

事　業　名 　有害鳥獣等対策費

予算科目 環境保全課

指針体系コード
まちづくりテーマ

重点施策名

債務負担行為の設定
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　民生費

款 ４ 項 １ 目 ２ 細目 02 説明 01

【補正事業概要】
　　「藤沢市障がい者福祉手当条例」に基づく障がい者福祉手当の給付額が当初見込みを上回る
　ことから、増額補正を行う。

１．増額補正 千円

（単位：千円）

5,548

区　分 予算額 執行見込額 補正額
扶助費（国庫補助対象以外の事業） 236,548 242,096 5,548

5,548
補正後の額 376,049 100,452 275,597
補正額 5,548 0

一般財源

補正前の額 370,501 100,452 270,049

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

事　業　名 　障がい者福祉手当

予算科目 障がい者支援課

指針体系コード
まちづくりテーマ

重点施策名
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　民生費

款 ４ 項 １ 目 ２ 細目 13 説明 01

【補正事業概要】
　　障がい福祉サービス等については、令和７年４月に制度改正が予定されており、制度改正の
　内容を既存のシステムに適応させる必要があることから、障がい者自立支援給付システムの改
　修を行うため、委託料について増額補正を行う。

１．障がい者自立支援給付システム改修業務委託 千円
　＜制度改正内容＞
　・就学前障がい児の発達支援無償化
　・同一世帯における複数児童の上限額管理

事　業　名 　介護給付費等事業費

予算科目 障がい者支援課

指針体系コード
まちづくりテーマ

重点施策名

一般財源

補正前の額 8,887,125 4,258,650 2,200,818 2,427,657

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

6,297
補正後の額 8,899,718 4,264,946 2,200,818 2,433,954
補正額 12,593 6,296 0

特定財源の内訳 （国庫支出金） 障がい者総合支援事業費補助金 6,296

12,593
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　民生費 ＜新規事業＞

款 ４ 項 １ 目 ２ 細目 21 説明 01

【施策等を必要とする背景】
　　国において、公費負担医療制度と地方公共団体の医療費助成事業について、マイナンバーカ
　ードによる資格情報の確認（以下「医療費助成に係るオンライン資格確認」）を可能とするた
　めの取組が進められており、地方公共団体及び医療機関等に対し、マイナンバーカードによる
　健康保険証利用率の向上につなげるため、医療費助成に係るオンライン資格確認の先行実施事
　業への積極的な参加が求められている。
　　令和６年５月、先行実施事業の対象として本市が採択され、医療機関等で実施するシステム
　改修にかかる補助金の内示を受けたことから増額補正を行う。

【提案に至るまでの経緯】
　令和６年３月　　国は、先行実施事業への協力依頼について、日本医師会、日本歯科医師会、
　　　　　　　　　日本薬剤師会に対し実施
　令和６年５月　　本市、先行実施事業の新規採択
　令和６年８月　　国は、所要額調査について、対象医療機関等に対し実施

【将来にわたる効果】
　　本事業の実施により、医療費助成に係るオンライン資格確認の先行事業を推進する。

【補正事業概要】
　　医療費助成に係るオンライン資格確認の先行事業を推進するため、自治体において、先行実
　施事業に参加する医療機関等への周知・広報を行うとともに、医療機関等のシステム（レセプ
　トコンピューター）改修に要する経費の一部を助成する。

１．公費負担医療制度関係手続電子化システム改修事業費 千円

特定財源の内訳 （国庫支出金） 公費負担医療制度関係手続電子化システム改修事業費国庫補助金 320

320

補正後の額 320 320
補正額 320 320

一般財源

補正前の額 0 0

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

事　業　名 （新）公費負担医療制度関係手続電子化システム改修事業費

予算科目 障がい者支援課

指針体系コード
まちづくりテーマ

重点施策名
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　民生費 ＜新規事業＞

款 ４ 項 １ 目 ３ 細目 20 説明 01

【施策等を必要とする背景】
　　要介護高齢者の生活の場である介護事業所では、災害による停電発生時においても利用者の
　安全を確保するとともに、必要な支援等を継続していくための機能の維持が重要である。
　　国は、非常用自家発電設備の整備等により、社会福祉施設等における防災・減災対策を推進
　していくこととしており、本市においても災害発生時の利用者の安全確保と防災体制の強化を
　図るため、市内介護事業所の非常用自家発電設備の整備を推進していく必要がある。

【提案に至るまでの経緯】
　令和６年４月　　　　　県から介護事業所に対して協議実施の通知
 　　　　　　　　 　　　介護事業者から本市に協議書類の提出
 　　　　　　　　 　　　本市から県を通じて国に協議書類を提出
　令和６年９月　　　　　国から内示通知を収受
　令和６年１０月　　　　国に交付申請書を提出

【将来にわたる効果】
　　介護事業所における防災・減災対策が実施されることにより、災害発生時の利用者等の安全
　確保と必要な支援を継続していくための体制の確保が図られる。

【補正事業概要】
 　 介護事業所の運営事業者に対して、非常用自家発電設備の整備に要する経費を助成する。

１．看護小規模多機能型居宅介護事業所に対する助成 千円
　　・補助対象事業者　　　シニアウイル株式会社
　　・整備予定期間　　　　令和７年１月～３月　
　　・補助金内訳

２．地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所に対する助成 千円
　　・補助対象事業者　　　社会福祉法人いきいき福祉会
　　・整備予定期間　　　　令和７年１月～３月　
　　・補助金内訳

事　業　名 （新）地域介護・福祉空間整備推進事業費

予算科目 介護保険課

指針体系コード
まちづくりテーマ

重点施策名

一般財源

補正前の額 0 0

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

補正後の額 23,778 23,778
補正額 23,778 23,778

事業所名 所在地 補助金額

特定財源の内訳 （国庫支出金） 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 23,778

15,275

看護小規模多機能ウイル長後ステー
ション

下土棚308-4 7,730千円

ウイル六会ステーション 亀井野2-7-1 7,545千円

8,503

事業所名 所在地 補助金額

特別養護老人ホームラポール藤沢　サ
テライト城南

城南4-9-8 8,503千円
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　民生費

款 ４ 項 ２ 目 ３ 細目 03 説明 02

【施策等を必要とする背景】
　　令和５年度から公民連携により再整備基本方針と基本構想の策定を進めてきたが、基本構想
　に盛り込む再整備後の運営についてパートナー事業者と協議する中で、（※）EOI方式で進め
　ていくことが最適であるとの結論に至った。EOI方式により運営事業者を設計着手前に決定す
　ることで、運営計画策定や施設設計に運営事業者目線の意見を反映することができ、事業とし
　ての持続可能性や創造性を高めることができるといったメリットがある。一方で、この方式に
　よる事例はまだ数少ないため、運営に手を挙げる事業者にとっても不明瞭な点が多く、参入を
　躊躇する要因となる可能性もあるので、EOI方式によるメリットを最大限に活かせるよう、業
　務委託することにより専門的かつ民間目線による助言を受け、基本構想でめざす施設の効用を
　発揮でき、事業者が参入しやすい公募要領とする必要がある。
　　また、今年度行った市民ワークショップの場ではさまざまな意見提案を受け、新たな少年の
　森を楽しみにしている市民が数多くいる中、気運が下がることのないよう、供用開始に向けて
　取り組む必要がある。

　(※)EOI(Early Operator Involvement)：公共施設の運営事業者を先行して決定し、設計から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 施設整備の過程に運営事業者が関与する仕組み

【提案に至るまでの経緯】
　　令和５年度末に再整備基本方針が策定され、今年度はそれをもとに市民ワークショップを開
　催するなどして、基本構想の策定を進める中で、EOI方式を採用することとなった。
　　また市民ワークショップの場においては、５０人を超える市民が参加し、さまざまな意見提
　案を受けた。特に再整備後の少年の森との関わり方として、自身の得意分野を活かした講座や
　マルシェの出店、またボランティアとして関わっていきたいといった声も多数あり、再整備後
　の想像を膨らませ、士気高揚している。

【市の策定する計画や条例との整合性】
    ・藤沢市市政運営の総合指針２０２４
　　・藤沢市少年の森条例
　　・藤沢市少年の森再整備基本方針

【将来にわたる効果】
　　EOI方式により選定された事業者は、令和７年度～８年度に設計事業者と連携して運営管理
　計画を策定するが、市を含めた３者が連携して設計及び運営管理計画の策定を行うことで、運
　営者目線の意見を施設設計に反映することができ、持続的な施設運営につながる。

事　業　名 　少年の森整備事業費

予算科目 青少年課

指針体系コード ３－２－５１
まちづくりテーマ 笑顔と元気あふれる子どもたちを育てる

重点施策名 子どもの健やかな成長に向けた支援の充実

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

24,722
補正額 4,950 4,950

補正前の額 24,722

＜拡充事業＞ 運営事業者公募に係るアドバイザリー業務委託の実施

29,672補正後の額 29,672
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【補正事業概要】
　　運営事業者を公募するため、公募要領の策定に係るアドバイザリー業務委託を行う。　

１．運営事業者公募に係るアドバイザリー業務委託 千円

２．スケジュール

●基本構想中間報告（子ども文教常任委員会）
●アドバイザリー業務委託契約締結
●公募要領準備
●基本構想案公表（パブリックイベント）

●基本構想（案）報告（子ども文教常任委員会）
●基本構想確定
 ●運営事業者公募

●運営事業者選定

4,950

５月 ６月 ７月 ８月１２月 １月 ２月 ３月 ４月
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　民生費

款 ４ 項 ２ 目 ３ 細目 07 説明 03

【補正事業概要】
　　第２期藤沢市放課後児童クラブ整備計画に基づき、既存事業者による新設整備に対し、費用
　の一部を負担する。

１．既存事業者による新設整備 千円

（参考）
児童クラブ数の推移

　衛生費

款 ５ 項 １ 目 １ 細目 03 説明 07

【補正事業概要】
　　がん治療による外見の変化等が生じている患者に対して行うウィッグの購入費用・レンタル
　費用、胸部補整具の購入費用の一部助成について、申請件数が当初見込みを上回るため、補助
　金の増額補正を行う。

１．ウィッグ購入費用・レンタル費用及び胸部補整具の購入費用助成 千円

（単位：施設）
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

71 74 77 79 82

辻堂 60人 特定非営利活動法人三楽 令和７年４月

特定財源の内訳

（国庫支出金） 子ども・子育て支援交付金 333

（県支出金）
子ども・子育て支援交付金 333

放課後児童クラブ施設整備等支援事業費補助金 400

1,980

小学校区 定員 既存事業者 開所予定

914
補正後の額 34,666 9,699 10,099 14,868
補正額 1,980 333 733

一般財源

補正前の額 32,686 9,366 9,366 13,954

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

事　業　名 　放課後児童クラブ整備事業費

予算科目 青少年課

指針体系コード ３－２－６１
まちづくりテーマ 笑顔と元気あふれる子どもたちを育てる

重点施策名 子どもの健やかな成長に向けた支援の充実

事　業　名 　がん療養支援事業費

予算科目 健康づくり課

指針体系コード
まちづくりテーマ

重点施策名

その他 一般財源

補正前の額 5,256 324 4,932

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債

2,455

2,455
補正後の額 7,711 324 7,387
補正額 2,455 0
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　衛生費

款 ５ 項 ２ 目 ２ 細目 02 説明 02

【補正事業概要】
　　焼却施設を維持管理するために必要な燃料費が当初見込みを上回るため、増額補正を行う。

１．燃料費 千円

　商工費

款 ８ 項 １ 目 ２ 細目 02 説明 03

【補正事業概要】
　　藤沢駅北口から遊行寺を中心とした街なみ継承地区（旧東海道藤沢宿周辺地区）において、
　歴史を感じさせる雰囲気や地区の回遊性の向上に資する飲食の店舗を開業する事業者に対し、
　店舗の賃借にかかる経費の一部を助成する。

１．街なみ継承地区魅力向上店舗集積事業補助金 332 千円
　・店舗賃借料補助（補助率２／３以内、月額上限１６万６千円）
　　　　　　　　　　※令和６年度　２カ月分

事　業　名 　北部焼却施設管理費

予算科目 北部環境事業所

指針体系コード
まちづくりテーマ

重点施策名

一般財源

補正前の額 948,991 948,991

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

補正後の額 966,346 966,346
補正額 17,355 17,355

特定財源の内訳 （その他） 光熱水費実費収入 17,355

17,355

事　業　名 　拠点駅等周辺商業活性化事業費

予算科目 産業労働課

指針体系コード
まちづくりテーマ

重点施策名

その他 一般財源

補正前の額 5,872 5,872

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債

332
補正後の額 6,204 6,204

補正額 332
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  商工費

款 ８ 項 ２ 目 ４ 細目 04 説明 01

【補正事業概要】
　　指定管理者を指定することに伴い、指定期間の管理料について債務負担行為を設定する。

１．指定管理料【債務負担行為の設定】 （ 千円）
・指定管理施設 片瀬東浜駐車場
・指定管理者 公益社団法人　藤沢市観光協会

　 ・指定期間 令和７年４月から令和１０年３月まで

　

　土木費

款 ９ 項 ２ 目 ２ 細目 02 説明 02

【補正事業概要】
　　道路施設の電気代は、ＥＳＣＯ事業による道路照明灯のＬＥＤ化の進捗により、削減が図ら
　れている。駅周辺施設はエレベーター、エスカレーター、空調設備等、さまざまな施設の電気
　代を一括契約しており、そこに含まれる道路照明灯の電気代についても削減を見込んでいたが、
　想定以上に削減割合が小さく、見込みを下回ることから、年度末までに不足が見込まれる電気
　代について増額補正を行う。

１．需用費
　　光熱水費電気代 千円32,700

0 32,700
補正後の額 250,823 20,099 230,724
補正額 32,700

その他 一般財源

補正前の額 218,123 20,099 198,024

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債

60,871

事　業　名 　道路施設等管理費

予算科目 道路維持課

指針体系コード
まちづくりテーマ

重点施策名

補正後の額
補正額

一般財源

補正前の額

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

事　業　名 　片瀬東浜駐車場運営事業費

予算科目 観光課

指針体系コード
まちづくりテーマ

重点施策名

債務負担行為の設定
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　土木費

款 ９ 項 ２ 目 ２ 細目 03 説明 01

【補正事業概要】
　　経年劣化等により損傷した道路舗装の改修を早期に行うとともに、施工時期の平準化を図る
　ため、債務負担行為を設定する。

１．工事請負費【債務負担行為の設定】 （ 千円）
　・舗装打換工事
　　　工事期間　令和７年２月～令和７年８月（予定）
　　　施工延長　ΣＬ＝約２，０００ｍ

　　 　　　施工場所　大庭獺郷線他１１路線

191,700

舗装破損状況

△ 764,700
補正後の額 1,116,630 227,100 1,202,500 △ 312,970

補正額 0 110,000 654,700

一般財源

補正前の額 1,116,630 117,100 547,800 451,730

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

予算科目 道路維持課

指針体系コード
まちづくりテーマ

重点施策名

事　業　名 　道路改修舗装費

債務負担行為の設定
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　土木費

款 ９ 項 ２ 目 ３ 細目 01 説明 01

【補正事業概要】
　　藤沢７８１号線について、整備完了に伴い道路管理者に引継ぐため、確定測量を行う。また、
　周辺家屋等に対する工事の影響を把握するため、建物等事後調査を行う。それぞれ施工時期の
　平準化を図るため、債務負担行為を設定する。
　　宮原百石線の一部区間について、整備完了に伴い道路管理者に引継ぐため、公共基準点の復
　旧と確定測量を行うとともに、施工時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定する。

１．委託料【債務負担行為の設定】 （ 千円）
　・藤沢７８１号線確定測量委託
　　　委託期間　令和７年３月～令和７年７月（予定）
　　　履行範囲　約６５０㎡
　　　履行場所　藤沢７８１号線
　・藤沢７８１号線建物等事後調査委託
　　　委託期間　令和７年３月～令和７年７月（予定）
　　　調査対象　１件
　　　調査場所　本藤沢四丁目地内
　・宮原百石線基準点復旧及び確定測量委託
　　　委託期間　令和７年３月～令和７年７月（予定）
　　　履行範囲　約７，０００㎡
　　　履行場所　宮原百石線

12,320

現況写真（藤沢７８１号線） 現況写真（宮原百石線）

補正後の額
補正額

一般財源

補正前の額

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

予算科目 道路整備課

指針体系コード ４－１－９１
まちづくりテーマ 都市の機能と活力を高める

重点施策名 都市基盤の充実と長寿命化対策の推進

事　業　名 　市道新設改良費

債務負担行為の設定
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　土木費

款 ９ 項 ２ 目 ４ 細目 01 説明 01

【補正事業概要】
　　道路交通事故の防止及び安全で快適な道路環境を提供するなどの安全対策を図るため、安全
　施設の劣化及び破損によって緊急の補修等が生じた際に速やかな対応を行い、施工時期の平準
　化を図るため、債務負担行為を設定する。

１．工事請負費【債務負担行為の設定】　 （ 千円）
　・道路交通安全施設設置工事　　
　　　道路反射鏡　設置３０基　撤去３５基　　　　　　　　　　　　　　　
　　　交差点発光鋲　設置５基
　　　工事期間　令和７年３月～令和８年３月（予定）

　・道路区画線標示設置工事
　　　施工延長　２７，０００ｍ カラー舗装　３５０㎡
　　　工事期間　令和７年３月～令和８年３月（予定）

施工例

道路反射鏡設置 交差点発光鋲設置

道路区画線標示設置 道路区画線標示設置（カラー舗装）

67,615

補正後の額
補正額

一般財源

補正前の額

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

予算科目 道路維持課

指針体系コード １－２－５１
まちづくりテーマ 安全で安心な暮らしを築く

重点施策名 防犯・交通安全対策の充実

事　業　名 　道路安全対策費

債務負担行為の設定
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　土木費

款 ９ 項 ２ 目 ７ 細目 01 説明 02

【補正事業概要】
　　藤沢駅南口路上自転車駐車場の機械式管理システムは、設置後１２年が経過し、経年劣化に
　よる不具合が発生しているため、機器の更新を行うとともに、調達に時間を要することから、
　債務負担行為を設定する。

１．賃借料【債務負担行為の設定】 （ 千円）
　・藤沢駅南口路上自転車駐車場に係るシステム機器賃借料

　　　　現地測量、路線測量　　　契約予定時期　令和７年２月
　　　賃貸借期間　　令和７年４月～令和１３年３月（予定）

6,930

藤沢駅南口路上自転車駐車場

藤沢駅南口路上自転車駐車場精算機

補正後の額
補正額

一般財源

補正前の額

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

予算科目 道路河川総務課

指針体系コード １－２－３１
まちづくりテーマ 安全で安心な暮らしを築く

重点施策名 防犯・交通安全対策の充実

事　業　名 　自転車駐車場整備費

債務負担行為の設定
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　土木費

款 ９ 項 ３ 目 １ 細目 02 説明 01

【補正事業概要】
　　市民の安全、安心を確保するため、老朽化した河川管理施設の改修を早期に行うとともに、
　施工時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定する。
　

１．工事請負費【債務負担行為の設定】 （ 千円）
　・小糸川河川管理施設塗装塗替工事
　　　塗装塗替工事
　　　工事期間　令和７年３月～令和７年８月（予定）

4,384

小糸川：左岸（城下歩道橋上流）

補正後の額
補正額

一般財源

補正前の額

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

予算科目 河川水路課

指針体系コード
まちづくりテーマ

重点施策名

事　業　名 　河川水路維持費

債務負担行為の設定
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　教育費

款 １１ 項 １ 目 ３ 細目 04 説明 02

【補正事業概要】
　　八ヶ岳野外体験教室の非常用発電機は老朽化のため、令和７・８年度の工事を想定していた
　が、令和６年８月の点検時に不具合が見つかり、応急措置として修繕を行った。施設の安定的
　な運営を図るため、非常用発電機の早急な更新を行う必要があることから工事請負費の増額補
　正を行う。
　　併せて年度内の完了が見込めないことから、繰越明許費の設定を行う。

１．八ヶ岳野外体験教室非常用発電機の更新工事【繰越明許費】 千円

＜スケジュール＞

　教育費

款 １１ 項 ３ 目 １ 細目 02 説明 06

【補正事業概要】
　　令和６年８月２日に行われた教育委員会令和６年８月臨時会において、令和７年度使用藤沢
　市教科用図書が採択されたことに伴い、中学校の教師用教科書・指導書等の購入を行う。

１．教師用教科書・指導書・副教材購入費 千円

特定財源の内訳 （地方債） 大規模改造事業債 65,500

87,417

21,917
補正後の額 113,090 82,100 30,990
補正額 87,417 65,500

一般財源

補正前の額 25,673 16,600 9,073

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

事　業　名 　八ヶ岳野外体験教室整備事業費

予算科目 教育総務課

指針体系コード
まちづくりテーマ

重点施策名

事　業　名 　学校管理運営費（中学校）

予算科目 教育総務課

指針体系コード
まちづくりテーマ

重点施策名

その他 一般財源

補正前の額 138,508 23,965 114,543

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債

52,333

0 52,333
補正後の額 190,841 23,965 166,876
補正額 52,333

R5

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

竣工

R6 R7

設計委託
納品

12月補正
補正
議決

着工
現地作業

工場製作

- 28 -



　教育費

款 １１ 項 ７ 目 ２ 細目 01 説明 03

【補正事業概要】
　　指定管理者を指定することに伴い、指定期間の管理料について債務負担行為を設定する。

１．指定管理料【債務負担行為の設定】 （ 千円）
・指定管理施設 市内スポーツ施設４カ所
・指定管理者 公益財団法人　藤沢市みらい創造財団
・指定期間 令和７年４月から令和１２年３月まで

5,756,918

補正後の額
補正額

一般財源

補正前の額

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

事　業　名 　スポーツ施設維持管理事業費

予算科目 スポーツ推進課

指針体系コード
まちづくりテーマ

重点施策名

債務負担行為の設定
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　墓園事業費

款 項 目 細目 説明

【補正事業概要】
　　大庭台墓園の環境整備のため、老朽化した外周フェンスの改修工事を行うとともに、施工時
　期の平準化を図るため、債務負担行為を設定する。

１．工事請負費【債務負担行為の設定】 （ 千円）
　・大庭台墓園外周フェンス改修工事
　　　工事期間　令和７年３月～令和７年８月（予定）
　　　施工延長　Ｌ＝６５ｍ（予定）
　　　所 在 地　藤沢市大庭字三ツ又３７８２番地

7,117

補正後の額
補正額

一般財源

補正前の額

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

事　業　名 　墓園事業費

予算科目 福祉総務課

指針体系コード
まちづくりテーマ

重点施策名

債務負担行為の設定
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　下水道事業費

款 項 目 細目 説明

【補正事業概要】
　　破損した下水道取付管の布設替工事、他企業による舗装復旧等に合わせた旧式のマンホール
　蓋の交換工事、大清水浄化センターの脱水機分解整備修繕工事、及び下水道取付桝の設置要望
　に対する設置工事について、施工時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定する。

１．工事請負費【債務負担行為の設定】 （ 千円）
　・取付管布設替工事（その２）
　　　施工箇所数 １３カ所
　　　工事期間 令和７年３月～令和７年１０月（予定）

　・競合工事等に伴うマンホール蓋交換工事（その２）
　　　交換箇所数 ４０カ所
　　　工事期間 令和７年３月～令和７年１０月（予定）

　・大清水浄化センターＮｏ．１スクリュープレス脱水機分解整備修繕工事
　　　施工内容 脱水機の分解整備修繕
　　　工事期間 令和７年１月～令和８年２月(予定)

　・取付桝設置工事
　　　施工箇所数 ３５カ所
　　　工事期間 令和７年３月～令和７年１０月（予定）

　・北部第二（三地区）土地区画整理事業地区内取付桝設置工事
　　　施工箇所数 ３２カ所
　　　工事期間 令和７年３月～令和７年１０月（予定）

144,500

補正後の額
補正額

一般財源

補正前の額

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

指針体系コード
まちづくりテーマ

重点施策名

事　業　名 　下水道事業費

予算科目 下水道総務課　ほか３課

債務負担行為の設定
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　市民病院事業

款 項 目 細目 説明

【補正事業概要】
　　２０２１年（令和３年）３月に当院で手術を受けた患者が合併症を発症した。術後の一般的
　な疼痛との判別が困難であったため患者の訴えから処置までに長時間かかったことにより、当
　該合併症に起因する、日常生活に支障のある後遺障害が残った。
　　第二東京弁護士会仲裁センター（医療ＡＤＲ）により和解の協議が整ったため、経費及びそ
　の他医業外収益の増額補正を行う。

１．増額補正 千円
（１）収益的収入 （単位：千円）

区　分
1 病院事業収益

2 医業外収益
5 その他医業外収益

※その他医業外収益・・・損害賠償保険金が補填されるもの

（２）収益的支出 （単位：千円）

1 病院事業費用
1 医業費用

3 経費

区　分 予算額 執行見込額 補正額
21,07023,523,024

22,718,432

128,203 149,273

23,501,954

事　業　名 　市民病院事業

予算科目 病院総務課

一般財源

指針体系コード
まちづくりテーマ

重点施策名

1,790,273 23,883,998

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

補正前の額 27,240,902 14,572 86,859 1,465,200
21,070

補正後の額 27,261,972 14,572 86,859 1,465,200 1,790,273 23,905,068
補正額 21,070 0 0 0 0

21,070

4,079,492 4,100,562 21,070

補正額
22,256,159 22,277,229 21,070
2,122,779 2,143,849 21,070

予算額 執行見込額

21,070

21,070

22,697,362
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